
議第５４号

三島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例案

三島市自転車等駐車場条例（平成6年三島市条例第29号）の一部を次のように改

正する。

第 2 条第 3 号中「自動二輪車（側車付きのものを除く。)」を「大型自動二輪車

及び普通自動二輪車 ( いずれも側車付きのものを除く。 ) 」に改める。

第 6 条中「 三島市二日町駅自転車等駐車場を除く。）」を削る。（

別表第 1 三島市二日町駅自転車等駐車場の項を削る。

別表第 3 備考 2 中「第82条の 2 」を「第12 4条」に 「第83条」を「第1 3 4条第、

1 項」に改める。

附 則

この条例は、平成27年 8 月 1日から施行する。ただし、第2条第 3 号及び別表第

3 備考 2 の改正規定は、公布の日から施行する。

平成２７年６月１６日提出

三島市長 豊 岡 武 士


